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広報

５月29日（日）、井手町体育協会（山本一男会長）主催の町
民バスケットボール大会が山城勤労者福祉会館で開催され、
選手をはじめ、応援、スタッフなど約150人が参加しました。
同大会には、男子６チーム、女子4チームが参加し熱戦が

繰り広げられ、次々と入るシュートに歓声がわいていました。
大会結果は次のとおりです。

大会結果
【男子の部】優勝 モリカワ燃料店

準優勝 岡田鉄筋
【女子の部】優勝 OBA

準優勝 koike1

平成２３年度町民バスケットボール大会開催平成２３年度町民バスケットボール大会開催！！
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４
月

日
（
土
）、
山
城
勤
労
者

２３

福
祉
会
館
で
Ｉ
Ｄ
Ｅ
ゆ
う
ゆ
う
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
開
始
式
が
行
わ

れ
約

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

７０
開
始
式
で
は
奥
西
康
人
運
営
委

員
長
や
松
田
定
教
育
長
の
挨
拶
に

続
い
て
フ
ッ
ト
サ
ル
や
カ
ロ
ー
リ

ン
グ
、
卓
球
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー
が

開
か
れ
、
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
好

み
の
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
し
ま
し

た
。
ゆ
う
ゆ
う
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

は
、
主
に
第
２
・
４
土
曜
日
に
開

催
さ
れ
ま
す
。

青空の下バットの快音と歓声が
響きわたりました

ン
で
、「
朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー

ク
ル

ふ
れ
あ
い
」（
上
田
恵
子
代

表
）
が
朗
読
ラ
イ
ブ
を
行
い
ま
し

た
。同

サ
ー
ク
ル
は
、
対
面
朗
読
や

「
広
報
い
で
」を
朗
読
し
町
内
の
目

の
不
自
由
な
方
や
希
望
者
に
配
布

す
る
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
ま

す
。
朗
読
ラ
イ
ブ
で
は
詩
の
群
読

や
小
説
「
杜
氏
春
」
の
朗
読
が
行

わ
れ
、
参
加
者
は
熱
心
に
聞
き
入

っ
て
い
ま
し
た
。

挨拶を述べる
山本会長

挨拶を述べる
汐見町長

Ｉ
Ｄ
Ｅ
ゆ
う
ゆ
う

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
開
始
式

群読を行うサークルの皆さん

４
月

日
（
日
）、
泉
ヶ
丘
中
学

２４

校
で
井
手
町
体
育
協
会
（
山
本
一

男
会
長
）
の
総
合
開
会
式
が
開
か

れ
長
年
に
わ
た
り
体
育
協
会
に
ご

尽
力
さ
れ
た
方
へ
の
功
労
表
彰

や
、
優
秀
な
成
績
を
残
す
な
ど
活

躍
さ
れ
た
方
へ
の
選
手
表
彰
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
表
彰
者
は
次
の
と

お
り
で
す
。（
敬
称
略
、
順
不
同
）

【
功
労
表
彰
】

▽
栗
田
善
嗣
（
体
育
指
導
委
員
）

▽
寺
島
正
昭
（
上
井
手
区
）

【
選
手
表
彰
】

▽
西
本
悠
莉（
京
都
府
選
抜
男
子
チ

ー
ム
主
将

第

回
都
道
府
県
対

２４

抗
ジ
ュ
ニ
ア
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

大
会
２
０
１
１
出
場
）

▽
岡
田
尚
太
、
古
川
拓
磨
、
横
田
将

大（
山
城
選
抜
チ
ー
ム
男
子
チ
ー
ム

ｂ
ｊ
リ
ー
グ
カ
ッ
プ
全
国
大
会

第
５
位
）

▽
木
田
奈
月
、
花
田
史
子
、
妙
一
美

渚
実（
山
城
選
抜
チ
ー
ム
女
子
チ
ー

ム

ｂ
ｊ
リ
ー
グ
カ
ッ
プ
全
国
大

会
第
６
位
）

▽
井
手
町
ボ
ー
リ
ン
グ
チ
ー
ム（
府

民
総
体
ボ
ウ
リ
ン
グ
競
技
優
勝
）

開
会
式
に
引
き
続
い
て
行
わ
れ

た
、
町
長
旗
争
奪
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

大
会
は
、
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
し
た
。
試
合
結
果
は
次
の
と
お

り
で
す
。

【
男
子
の
部
】（

チ
ー
ム
参
加
）

２０

優
勝

Ｉ
Ｄ
Ｅ
４８

準
優
勝

ワ
タ
キ
ュ
ー
セ
イ
モ
ア

【
女
子
の
部
】（
２
チ
ー
ム
参
加
）

優
勝

東
部
区
チ
ー
ム

ス
ポ
ー
ツ
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

体
育
協
会
総
合
開
会
式

いい で の ま ち かい で の ま ち か どど

ウオ
ッ チン

グ

５
月

日
（
火
）、
井
手
小
学
校
で

１０

東
日
本
大
震
災
の
避
難
住
民
の
支
援

活
動
に
携
わ
っ
た
、
町
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
の
小
笠
原
保
健
師

に
よ
る
講
話
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
小

笠
原
保
健
師
は
、
京
都
府
を
通
じ
た

救
援
活
動
の
一
環
で
４
月

日
か
ら

１６

日
ま
で
福
島
県
会
津
若
松
市
に
派

２２遣
さ
れ
、
被
災
者
の
健
康
相
談
や
健

康
保
持
の
支
援
、
巡
回
医
師
の
サ
ポ

ー
ト
に
携
わ
り
ま
し
た
。

講
話
で
は
、
現
地
を
撮
影
し
た
写

被
災
者
へ
の
思
い
や
り
を

被
災
地
派
遣
の
講
話

真
を
使
い
被
災
地
の
現
状
や
避
難
所

の
様
子
が
説
明
さ
れ
、
児
童
は
熱
心

に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。
小
笠
原

保
健
師
は
「
被
災
地
の
こ
と
を
一
生

懸
命
考
え
、
被
災
し
た
人
の
こ
と
を

思
い
や
る
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ

い
。」
と
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。

写真を使い避難所の様子が
説明されました

５
月

日
（
土
）、
大
正
池
グ
リ

１４

ー
ン
パ
ー
ク
で
森
林
整
備
作
業
が

行
わ
れ
、
ワ
タ
キ
ュ
ー
セ
イ
モ
ア

株
式
会
社
の
社
員
を
は
じ
め
、
井

手
町
豊
か
な
緑
と
清
流
を
守
る
協

議
会
（
中
坊
睦
会
長
）
メ
ン
バ
ー

ら
、
１
５
５
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

同
社
は
、
町
と
「
森
林
の
利
用

保
全
に
関
す
る
協
定
」
を
結
ん
で

お
り
、
社
員
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
中
心
に
森
林
整
備
に
取
組
ん
で

頂
い
て
い
ま
す
。
同
社
社
員
は
、

同
会
の
指
導
の
も
と
、
下
草
刈
り

や
間
伐
、
堆
肥
の
散
布
作
業
な
ど

を
行
っ
た
あ
と
、
研
修
で
手
が
け

た
炭
を
使
い
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど

を
楽
し
み
ま
し
た
。

大
正
池
で

森
林
整
備
活
動

卓球を楽しむ参加者

森林整備作業の様子

４
月

日
（
水
）、
玉
泉
苑
で
行

２０

わ
れ
た
生
き
生
き
ふ
れ
あ
い
サ
ロ

生
き
生
き
ふ
れ
あ
い

サ
ロ
ン
で
朗
読
ラ
イ
ブ
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新
年
度
の
事
業
計
画
が
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

小
川
会
長
は
あ
い
さ
つ
の
中
で

３
月
に
行
っ
た
流
し
そ
う
め
ん
記

録
会
で
達
成
し
た
世
界
記
録
が
、

ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
認
定
さ
れ
た
こ

と
を
報
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
の

生
存
を
確
認

４
月

日
（
木
）、
カ
ジ
カ
ガ
エ

２８

ル
保
護
友
の
会（
小
川
俊
雄
会
長
）

の
方
が
役
場
を
訪
れ
、
玉
川
で
カ

ジ
カ
ガ
エ
ル
２
匹
を
捕
獲
し
、
生

存
確
認
し
た
こ
と
を
汐
見
町
長
に

報
告
し
ま
し
た
。

同
会
は
、
昭
和

年
に
起
こ
っ

２８

た
南
山
城
水
害
が
き
っ
か
け
で
玉

川
か
ら
姿
を
消
し
た
カ
ジ
カ
ガ
エ

ル
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
平
成
１１

年
に
設
立
さ
れ
、
長
年
に
わ
た
り

環
境
保
全
活
動
や
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル

の
放
流
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
捕
獲
さ
れ
た
カ
ジ
カ
カ
エ

ル
は
、
同
会
が
一
昨
年
放
流
し
た

大
正
池
渓
流
セ
ン
タ
ー
前
の
玉
川

で
捕
獲
さ
れ
た
も
の
で
、
昨
年
は

放
流
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
２
年
間
は
生
存

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
長

年
の
取
組
の
中
で
放
流
後
の
生
存

が
確
認
さ
れ
た
の
は
初
め
て
の
こ

と
で
、
汐
見
町
長
は
「
長
年
取
組

ん
で
き
た
成
果
、
玉
川
で
繁
殖
し

た
と
確
信
で
き
る
ま
で
頑
張
っ
て

５
月

日
（
日
）、
山
城
勤
労
者

１５

福
祉
会
館
で
、
フ
ッ
ト
サ
ル
大
会

が
開
か
れ
ま
し
た
。
大
会
は
フ
ッ

ト
サ
ル
場
が
オ
ー
プ
ン
し
た
こ
と

を
記
念
し
て
昨
年
か
ら
行
わ
れ
て

い
る
も
の
で
、
昨
年
倍
増
の

チ
１２

ー
ム
が
参
加
し
ま
し
た
。
試
合
結

果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
大
会
結
果
】（

チ
ー
ム
参
加
）

１２

優
勝

寺
島
チ
ー
ム

準
優
勝

南
区
チ
ー
ム

５
月

日
（
水
）、
町
老
人
ク
ラ

１８

ブ
連
絡
協
議
会
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
同
好
会
（
宮
本
操
会
長
）
主
催

５
月

日
（
水
）、
社
会
福
祉
法

２５

人
・
京
都
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
協
会

（
樋
口
幸
雄
理
事
長
）が
運
営
す
る

障
害
者
福
祉
施
設
、「
工
房
あ
ん
じ

ゅ
」
が
オ
ー
プ
ン
し
、
竣
工
式
典

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

施
設
は
青
谷
川
沿
い
の
町
有
地

を
同
法
人
へ
無
償
貸
与
し
て
整
備

さ
れ
た
も
の
。
障
害
者
が
農
業
か

ら
飲
食
業
ま
で
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル

で
仕
事
が
で
き
、
施
設
の
１
部
門

で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
「
レ
ス

ト
ラ
ン
庵
樹
」
で
は
無
農
薬
栽
培

の
食
材
で
料
理
を
提
供
し
ま
す
。

ま
た
、
併
設
し
た
「
児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

あ
ん
」
で
は
、
子
ど
も

を
対
象
に
療
育
を
行
い
ま
す
。

く
だ
さ
い
」と
激
励
し
ま
し
た
。

カジカガエルの捕獲を報告する
カジカガエル保護友の会の皆さん

カジカガエル

た
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
の
被

災
地
支
援
の
た
め
売
上
の
一
部
と

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
グ
ッ
ズ
の
販
売
売

上
を
合
わ
せ
た
６
５
，
４
９
８
円

を
、
町
を
通
じ
て
日
本
赤
十
字
社

へ
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

の
第

回
町
長
杯
争
奪
グ
ラ
ウ
ン

１９

ド
ゴ
ル
フ
競
技
大
会
が
新
四
郎
山

グ
ラ
ウ
ン
ド
で
行
わ
れ
、

名
が

７４

参
加
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
全
８
ホ
ー
ル
を
３
ラ

ウ
ン
ド
ま
わ
り
日
頃
の
練
習
の
成

果
を
競
い
ま
し
た
。
競
技
結
果
は

次
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

優

勝

横
田

竹
冶

準
優
勝

小
川

初
枝

第
３
位

宮
川

裕
子

白熱した試合が行われました

町
長
杯
争
奪

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

プレーを楽しむ出場者の皆さん

竣工式典の様子

ウォーキング客で賑わう椿坂

５
月

日
（
日
）、
山
背
古
道

１５

の
半
分
を
歩
こ
う
と
「
春
の
は
～

ふ
ウ
ォ
ー
ク
」
が
開
催
さ
れ
約
６

０
０
名
の
方
が
参
加
し
ま
し
た
。

晴
天
の
下
、
参
加
者
は
木
津
川

市
コ
ー
ス
と
城
陽
市
コ
ー
ス
の
二

手
か
ら
、
ゴ
ー
ル
で
あ
る
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
「
椿
坂
」
を
目
指

し
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し
み
ま
し

た
。同

日
、
た
く
み
の
里
で
も
「
新

緑
の
さ
と
山
ま
つ
り
」が
開
か
れ
、

た
く
み
の
里
で
活
動
す
る
各
工
房

の
工
芸
品
な
ど
が
販
売
さ
れ
ま
し

５
月

日
（
金
）、
井
手
町
商
工

２０

会
館
で
井
手
町
商
工
会
（
小
川
幸

一
会
長
）
第

回
通
常
総
会
が
開

５１

催
さ
れ
、
会
員
ら

名
が
参
加
し

４２

ま
し
た
。
総
会
で
は
、
小
川
会
長

や
来
賓
の
あ
い
さ
つ
に
続
い
て
前

年
度
の
事
業
報
告
や
収
支
決
算
、

第
２
回
フ
ッ
ト
サ
ル
大
会

障
害
者
福
祉
施
設
オ
ー
プ
ン

通常総会の様子

井
手
町
商
工
会

第

回
通
常
総
会

５１

山
背
古
道

春
の
は
ー
ふ
ウ
ォ
ー
ク
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の昼の部には約30人が参加しました。
京都川柳作家協会会長の谷垣郁郎さん
を講師に招き川柳の基礎、作品づくりの
ポイントが解説され参加者は実際に「酒」
をテーマに作品作りに挑戦していまし
た。

滑

4月22日（金）、玉川保育園で家庭教育学級「開講式及び第１回講
座」が開催され、３保育園の保護者をはじめ約40人が参加しました。
「えほん館」代表の花田睦子さんにより「親子で絵本を楽しもう」と
題した講座が行われ、親子で絵本を読むことの重要性が解説され参
加者は熱心に受講していました。

滑

5月6日（金）、まちづくりセンター椿坂で玉川保育園の5歳
児34名が陶芸体験を行いました。園児は事前に油粘土をヒモ
状に伸ばすなどの練習をしており、当日は花瓶作りに挑戦しま
した。体験は、陶芸工房山吹（木田和代代表）の指導のもとに
行われ園児たちは、山吹のメンバーの方々に作り方を教わりな
がら一生懸命取組んでいました。
園児らの力作は７月に玉川保育園で行われる納涼大会、１１月
に開催される井手町文化祭で展示される予定です。

滑

5月15日（日）、多賀小学校で地元住民、消防団員、京田
辺市消防署井手分署員ら約100人が参加し、西部区（北川正
人区長）の自主防災組織による防災訓練が行われました。訓
練では分署員の指導のもと、水消火器を使った消火訓練や
起震車により震度7などの揺れを体験したほか、住宅用火災
警報器設置についての説明や火災予防の啓発ビデオの上映、
非常食の炊き出しなどが行われました。

春の全国交通安全運動が、5月11日(水)～5月20日(金）まで
の間、実施されました。井手町では5月11日と20日の早朝に、
町交通対策協議会の委員の方や、田辺警察署職員の方が町内各
所に分かれ交通安全の街頭指導を行いました。
ＪＲ玉水駅・山城多賀駅では、自転車の全席シートベルトの
着用や飲酒運転の根絶を啓発するビラやティッシュ等が配ら
れ、交通安全を呼びかけました。

5月17日（火）、玉泉苑で井手町老人クラブ連絡協議会総会
（二木昭男会長）が開かれ、各単位老人クラブの代表ら約２０
人が参加しました。
総会では平成22年度の事業報告や決算報告、平成23年度
事業計画案が承認されました。

滑

滑

滑

5月17日（火）、24日（火）、山吹ふれあいセンターで川柳
講座が行われました。第26回国民文化祭井手町「川柳の祭典」
に向けて、川柳に親しんでもらおうと開かれたもので、初日

滑
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5月18日（水）、多賀小学校で放課後子ども教室「きらきらラン
ド」（森田正弘委員長）の開講式が行われ約40人が参加しました。
ペタンク・カローリングといったニュースポーツ、絞り染めな
ど多様な体験コーナーが設けられ、会場は子どもたちのにぎやか
な声に包まれていました。「きらきらランド」は毎週水曜日の放課
後と第２、４土曜日の午前中に開催されます。

5月25日（水）、てん茶の生産に追われる多賀第2製茶組合
（辻井一彦組合長）の製茶工場を汐見町長と浦田参与が激励し
ました。今年は天候の影響で茶葉の収穫量が例年より2、3割
少なく、雨が続いたことで作業も遅れ気味とのことです。汐
見町長は「今年も頑張ってください」と激励していました。

5月18日（水）、大正池グリーンパークで泉ヶ丘中学校１年生70人が
校外学習を行いました。
生徒らは午前中はカレー作りに挑戦し、午後からは森林インストラク
ターの小川憲一さんや豊かな緑と清流を守る協議会（中坊睦会長）メン
バーの指導を受け、間伐した木材の枝を使ったアクセサリー作りや切っ
た重さを競う丸太切りなどを体験しました。

滑

滑

滑

介護保険料の決め方と納め方
介護保険料は、４０歳以上のみなさんが普段から保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに費用の一部を支払って、介護保険

のサービスを利用するしくみです。介護保険のサービスにかかる費用の２０％は、６５歳以上のみなさんの保険料に支えられています。
保険料は、みなさんが安心してサービスを利用するための大切な財源となりますので、必ず納付してください。

◎所得に応じて８段階の保険料になっています。
被保険者の方が納める介護保険料は、毎年４月１日現在の世帯構成に基

づき、住民税の課税状況や所得の状況などにより、第１～８段階までの

いずれかに決まります。

保険料（年額）保険料の調整率対象者所得段階

24,588基準額×0.5
生活保護の受給者、老齢福祉年
金受給者で世帯全員が住民税非
課税の人

第１段階

27,539基準額×0.56
住民税非課税世帯で、合計所得
金額+課税年金収入額が80万
円以下の人

第２段階

37,866基準額×0.77
住民税非課税世帯で、第２段階
に該当しない人

第３段階

48,193基準額×0.98
本人が住民税非課税であり、合
計所得金額＋課税年金収入額が
８０万円以下の人第４段階

49,176基準額×1.00本人が住民税非課税である人

66,388基準額×1.35
本人が住民税課税で合計所得金
額が125万円以下の人

第５段階

67,372基準額×1.37
本人が住民税課税で合計所得金
額が200万円未満の人

第６段階

79,666基準額×1.62
本人が住民税課税で合計所得金額
が200万円以上500万円未満の人

第７段階

98,352基準額×2.00
本人が住民税課税で合計所得金額
が500万円以上の人

第8段階

◎介護保険料の納め方は２通りあります。

特別徴収

○老齢・退職（基礎）年金等が年額１８万円以上の人

(月額１万５，０００円)以上の人

普通徴収

○老齢・退職（基礎）年金等が年額１８万円未満の人

(月額１万５，０００円)未満の人

○老齢福祉年金のみ受給している人

○年度の途中で６５歳になった人

○年度の途中で所得段階が変更になった人

○年度の途中で他の市町村から転入した人

○４月１日時点で老齢・退職（基礎）年金等を受けていなかっ

た人

納め方決まり方

医療保険分と介護保険分をあ
わせて、国民健康保険税とし
て納めます

所得や世帯の満４０歳～
６４歳の介護保険対象者
の人数で決まります

国民健康保険

加入者

医療保険分と介護保険分をあ
わせて、健康保険料として給
与から差し引かれます

健康保険組合、共済組合
など加入している医療保
険の算定方式に基づいて
決まります

職場の

健康保険加入者

◎第２号被保険者（４０歳～６４歳の人）
の人の保険料の決まり方
加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

２３年度介護保険料は、２３年４月１日現在の介護保険の被保険者（本人）が属する世帯の世帯構成と、６月以降に確定する市町村民税の課税状況（２３年度分）、所
得の状況（２２年分）などに基づき決まります。
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土金木水火月日
1817161514136/12

さんさん会
（支援センター）

よちよち広場
七夕飾りづくり
（支援センター）

いづみ保育園
園庭開放

多賀保育園
園庭開放

25242322212019
ぴよぴよ広場
七夕飾りづくり
（支援センター）

さんさん会
（支援センター）

おでかけ広場
（西部公民館）
多賀地区

２７/１3029282726
さんさん会
（玉泉苑）

わくわく広場

玉川保育園
園庭開放

9876543
とことこ広場
水遊び

（支援センター）

さんさん会
（支援センター）

子育てサークルの紹介・活動

さんさん会：午前１０時～正午【妊婦～３歳位の子どもとその保護者】

代表：林（０８０－１４５１－１８２２）

カモミール（キッズケア）【未就園児の親子】

代表：平間（０９０－５３６７－０３９７）

★初めての方は、代表まで連絡ください。

各広場の対象者 場所：子育て支援センター
＊とことこちゃん広場：1歳半～就学前の親子
＊よちよちちゃん広場：7ヶ月～1歳半位の親子
＊ぴよぴよちゃん広場：妊婦～6ヶ月位の親子
＊おでかけ広場：妊婦～就学前の親子

※上記の広場は予約は、いりません。。

子育て支援センターは、玉川保育園にあります。【ＴＥＬ・ＦＡＸ ： 0774－82－2232】

子育て支援センターからのお知らせ

★子育て支援センターは、事業の日だけでなく土・日以外毎日開いています。

★子育てで困った時、しんどい時の相談も受けています。

支払うべき税金や料金が納期限までに完納されない場合は督促状が発付されますが、督促状発付後も滞納となっている地方公共団体の税金
等については、「京都地方税機構」に移管され、徴収を行うことになります。滞納となっている税金等の納付に関するご相談・ご質問は「京
都地方税機構」にお願いします。

★開設曜日の時間

月曜日 ～ 金曜日 午前9時半～午後4時

（ちょいと気分転換という気軽な気持ちで遊びに来てください。）

京都地方税機構 山城中部地方事務所のご案内

「京都地方税機構」は、京都府と府内２５市町村（京都市を除く）の税業務を共
同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務
行政を目指す広域連合です。京都府庁内にある本部と、府内に９箇所の地方事
務所があります。
府税・市町村税等の滞納整理は、従来、府、市町村が個別に行っていました

が、平成22年4月以降は「京都地方税機構」が行っています。

広域連合とは
○府県や市町村が、区域を越えて広域的に事務を処理するために設ける団体です。
○地方自治法で、特別地方公共団体として位置付けられ、議会や各種行政委員
会も設置されます。

（上記市町村以外のご相談につきましては各地方事務所におたずね下さい。）

≪連絡先≫
京都地方税機構 山城中部地方事務所
〒611-0043 宇治市伊勢田町新中ノ荒21番地の8 府立城南勤労者福祉会館内

東日本大震災の被災者募金に
ご協力ありがとうございます

井手町では東日本大震災により被害を受けられた被
災者への支援として募金箱を設置し、集められた善意
の義援金を日本赤十字社を通じ被災地に届けています。
これらの義援金は５月
20日現在で2,133,207
円集まりました。引き続
き多くの方々のご協力を
お待ちしております。
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徴収第三課
0774-46-6566

井手町・八幡市・
京田辺市・宇治田原町

山城中部
地方事務所

整理課
0774-4６-6567

滞納額が100万円
以上の案件

京都地方税機構 本部
075-414-4444

滞納額が500万円
以上の案件（本部扱）
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第３０回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品から
このコンテストは、毎年法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会が、次代を担う中学

生に自分の身近にある人権についての思いを作文に書いてもらうことによって、人権尊重の
大切さや基本的人権についての理解を深め、豊かな人権感覚を身につけてもらうことを目的
に開催されています。
作品から伝わってくる中学生の純粋な気持ちにふれて、人権について考えましょう。

法務大臣賞
「少しずつ…一歩ずつ…」

兵庫県・篠山市立西紀中学校３年
辻本桃佳

１５年前，父が篠山の町中を歩いているとこう言われた。「そんな棒
きれ振り回さんといて！」と。父は決して棒きれを振り回していた
訳ではない。ただ，白杖を持って歩いていただけだ。その話を聞い
て，私は驚いた。たった１５年前のことだけど信じられない気持ちで
いっぱいになった。だが，１５年経った今ではそんなことはないだろ
う。マスメディアが発達し，いろんなハンディを持った人のことが
紹介されたり，障がい者の方自身が社会参加する機会が増えたから
だ，と。
そして，こんな話も聞いたことがある。電車に乗った時に，時間

が知りたくて携帯電話を開いたときのことだ。「こんなとこで電話し
たらアカンやろ！」と中年のおばさんに怒鳴られたそうだ。優先座
席の近くだったということもあるが，『目の不自由な人＝白杖を持っ
ている』という認識は広まってきているが，時間を知りたいときに
は音声が出る時計や携帯電話を使うということは，ほとんど知られ
ていないのだ。そのとき，父は説明しようと思ったが，どうせ分か
ってもらえないと思い「すみません。」と謝り，とても悲しい気持ち
になったそうだ。見えている人は，時間が知りたければ時計を見れ
ばすぐに分かる。だが，目が不自由だと音で聞くしかないのだ。私
は障がい者が暮らしやすいような機器が発達してきていることを，
もっと社会に広めていくことが必要だと思う。そうすることで，協
力してくれる人や，理解してくれる人が増えていくのではないだろ
うか。
視覚障がい者の方が日常生活を送る上で，給付や貸与される機器

がある。音声で教えてくれる時計や体重計，文章読み上げ器などが
それだ。これらは，以前県の基準で市が実施要綱を定めて，そこが
窓口となって行われていたが，法改正により，各市区町村対応とな
った。しかし，この日常生活用具の中に，健常な家族と同居してい
る視覚障がい者には給付してもらえない物もあるのだ。それは，体
温計や体重計であったりする。この体温計がなければ，家族が出か
けている間に体調が悪くなっても，計測することはできないのだ。
父の知り合いに赤ちゃんを連れた全盲のお母さんがいる。体温を

計るのに複数の体温計で赤ちゃんの体温を計り，その体温計に印を
つけて病院まで持っていって見てもらったり，家族が帰ってくるの

を待って見てもらうことがあるそうだ。私たちは，簡単に体温を計
ることができるが，見えない人たちはそれができないために生命の
危険にさらされてしまうことがあるのだ。せっかく，便利な機器が
発明されても，値段が高くて簡単に購入できない。もしくは，制度
のカベによってそのサービスが受けられないことがある。しかし，
私の住む篠山市では父たちの声が福祉課の方々に届き，日本で初め
て音声式体温計が同居家族の有無にかかわらず給付されるようにな
ったのである。
今は，携帯電話が音声で読み上げてくれて，メールや時間，ＧＰ

Ｓなどの便利な機能を視覚障がい者の方も利用できるようになった。
だが，そのことを知っている健常者の方は全国にどれくらいいるだ
ろうか。また，このことを知っている当事者である視覚障がい者の
方が，全国にどのくらいいるだろうか。私は，まだ知らない人が多
いと思う。
ここ１５年程で，視覚障がい者の人は白杖をついているということ
はほぼ知られてきたが，生活を助ける機器が発達してきているとい
うことは知らない人も多いだろう。それが，「あの人は目が動いてい
るから見えている。」とか「あの人はずっと目をつぶっているから見
えていない。」「物を避けているから，見えている。」「物にぶつかって
いるから，見えていない。」という勝手な思い込みで障がいの重さを
はかることにつながっているのではないだろうか。でもそれは間違
っている。目を閉じれば視覚障がい者の疑似体験はできる。でも，
それはあくまでも体験であって，個人個人の見え方はそれぞれ違う
し，外見や行動で障がいの重度を判断するのは良くないと私は思う。
同じような見え方ができたとしても全く同じ動きなんてできる訳な
いのだから。毎日，父と生活していてもどのくらい見えているのか
私にもはっきり分からない。なにげに父たちがこなしている日常の
動作であっても，私たち，健常者にははかりしれない恐怖と不安，
努力があるのだ。誰でも目をつぶれば見えない世界を体験した気
になる。松葉杖をつけば，その体験をした気になる。車イスに乗れ
ば，その体験をした気になる。だが，本当の障がい者の苦悩と努力
の一部しか体験していないことを知っておいてほしい。私たちには
当たり前にできるようなことがあっても，どんなに望んでもできな
い人たちがいるということとみんなの正しい理解と知識が障がい者
の明るい未来へとつながっていくということを知ってほしい。そし
てこのことを広めていかなければならない。
「少しずつ…一歩ずつ…」

7月24日にアナログテレビ放送は終了！

―地上デジタル放送移行準備をお急ぎください―
●これから準備を行われる方へ
アナログ放送終了まであと２か月をきり、工事が立
て込んできています。
直前に申し込まれると、アナログ放送終了に間に合
わない恐れがあります。早めの準備をお願いします。
●地デジの「個別訪問相談」
地域の地デジ相談会などにお越しになれない高齢者
の方々のために、無料で個別訪問を実施しています。
地デジサポーターがお伺いし、地デジについて丁寧
に説明します。また、代理の方のご連絡もお受けし
ておりますので近所の方へのお声掛けもお願いいた
します。

●「地デジ無料相談コーナー」を設置
地デジの受信でお困りの方、準備がお済みでない方は
役場に設置された専用電話でご相談いただけます。ぜ
ひご利用ください。
期 間：6月27日（月）～8月26日（金）

午前9時～午後5時
場 所：役場１階ロビー

●地デジ詐欺にご注意ください
テレビの地デジ対応やアンテナ交換などを口実にした
詐欺や不正請求が起きています。地デジ対応で総務省
やテレビ局、その他の関係機関がお金を請求すること
は一切ありません。くれぐれもご注意ください。

※地デジに関するお問い合わせは、総務省・京都府テレビ受信者支援センター【デジサポ京都】
（℡075－330－3030）まで
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※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
都
府
健
康
福
祉
部
生
活

衛
生
課
（
℡
０
７
５
‐
４
１
４
‐
４
７
６
３
）
ま

で【
町
民
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
】

日
時
／
６
月

日
（
日
）
午
前
８
時

分
～

１２

１０

場
所
／
井
手
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

【
町
長
旗
争
奪
少
年
野
球
大
会
】

(

日
時
／
６
月

日
（
日
）
～
７
月

日
日
）

１２

１０

場
所
／
新
四
郎
山
グ
ラ
ウ
ン
ド

【
家
庭
婦
人
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
交
流
会
】

日
時
／
６
月

日
（
日
）

１９

場
所
／
府
立
山
城
勤
労
者
福
祉
会
館

【
町
民
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
】

日
時
／
６
月

日
（
日
）
午
前
９
時

分
～

２６

５０

場
所
／
ス
ー
パ
ー
ボ
ウ
ル
城
陽

【
夏
季
軟
式
野
球
大
会
】

日
時
／
７
月
３
日
（
日
）・

日
（
日
）

１０

場
所
／
井
手
町
住
民
グ
ラ
ウ
ン
ド

【
和
太
鼓
交
流
教
室
】

日
時
／
６
月

日
（
水
）
午
後
７
時
～
９
時

２２

場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー

【
和
太
鼓
教
室
（
サ
ー
ク
ル
）】

日
時
／
６
月

日
（
土
）・
７
月
２
日
（
土
）

１８

い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
半
～
３
時
半

【
和
太
鼓
教
室
】

日
時
／
６
月

日
（
土
）・

日
（
土
）・
７
月
９

１１

２５

日
（
土
）
い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
半
～
３
時
半

場
所
／
い
ず
れ
も
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
児
童
館
（
℡

‐
８２

４
１
１
２
）
ま
で

【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
太
極
拳
（
入
門
・
初
級
）》

日
時
／
６
月

日
（
金
）
午
後
１
時
半
～
３
時

２４

6
月
は
、
町
府
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
の
第
１
期
納
期
限
で
す
（
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
）

議
会
（
℡

‐
３
４
９
９
）
ま
で

８２

平
成

年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険

２３

税〈
医
療
分
・
支
援
金
分
・
介
護
分
〉

の
課
税
限
度
額
が
変
わ
り
ま
し
た

平
成

年
度
課
税
分
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税

２３

の
医
療
分
の
課
税
限
度
額
を

万
円
か
ら

万
円

５０

５１

に
、
支
援
金
分
の
課
税
限
度
額
を

万
円
か
ら

１３

１４

万
円
に
、
介
護
分
の
課
税
限
度
額
を

万
円
か
ら

１０

万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

１２
今
回
の
改
正
は
、
地
方
税
法
等
の
改
正
お
よ
び

近
年
に
お
け
る
医
療
費
の
増
加
等
に
対
応
す
る
た

め
に
行
っ
た
も
の
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
医
療
課
（
℡

‐
６

８２

１
６
６
）
ま
で

井
手
玉
川
大
学「
第
１
回
講
座
」

（
ひ
と
と
き
コ
ン
サ
ー
ト
～
音
楽
で

心
も
体
も
元
気
に
～
）

井
手
玉
川
大
学
受
講
生
対
象
で
す
が
、
今
回
の

コ
ン
サ
ー
ト
は
、
ピ
ア
ノ
・
ホ
ル
ン
・
ク
ラ
リ
ネ

ッ
ト
の
演
奏
で
す
の
で
一
般
の
方
の
ご
来
場
も
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
／
６
月

日
（
月
）
午
後
２
時
～

２７

場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡

‐
５

８２

７
０
０
）
ま
で

京
都
府
よ
り
飼
い
犬
・
猫
の
引
取
場

所
の
変
更
の
お
知
ら
せ
で
す

平
成

年
７
月
１
日
以
降
に
つ
い
て
は
、
飼
い

２３

犬
又
は
猫
は
山
城
北
保
健
所
で
引
取
り
ま
す
。

【
平
成

年
７
月
１
日
以
降
の
引
取
場
所
】

２３
山
城
北
保
健
所
（
宇
治
市
宇
治
若
森
７
‐
６
）

毎
週
月
曜
日

午
前
９
時
～
正
午

【
変
更
前
引
取
場
所
】

井
手
町
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー

受
付
期
限
／
７
月
２
日
（
土
）
ま
で

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分

署
（
℡

‐
３
０
０
０
）
ま
で

８２
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

猶
予
期
間
が
終
了
し
ま
し
た

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
平
成
２
３
年
６
月
１

日
か
ら
す
べ
て
の
住
宅
（
自
動
火
災
報
知
設
備
を

設
置
し
て
い
る
住
宅
を
除
く
）
に
設
置
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
切
な
命
を
守
る
た
め
、
寝
室
・
階
段
・
台
所

な
ど
に
設
置
し
、
火
災
事
故
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

「
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
取
り
付
け
た
こ
と
で

火
災
に
素
早
く
気
づ
き
、
大
事
に
至
ら
な
か
っ

た
。」と
い
っ
た
声
も
多
く
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

す
で
に
設
置
し
て
お
ら
れ
る
人
は
、
取
扱
説
明

書
に
基
づ
い
て
１
カ
月
に
１
回
の
定
期
点
検
を
行

い
、
日
ご
ろ
か
ら
正
常
に
作
動
す
る
か
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
消
防
署
が
訪
問
販
売
業
者
を
派
遣
す
る

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
本
部
予
防

課
（
℡

‐
７
８
２
６
）
ま
た
は
京
田
辺
市
消
防

６３

署
井
手
分
署
（
℡

‐
３
０
０
０
）
ま
で

８２

ひ
と
り
親
家
庭

い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
事
業

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
子
の
ふ
れ
あ
い
や
、
参
加

者
相
互
の
交
流
と
つ
な
が
り
の
輪
を
広
げ
る
た
め

に
親
子
の
ふ
れ
あ
い
交
流
会
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
／
７
月

日
（
日
）

２４

行
先
／
名
古
屋

リ
ニ
ア
・
鉄
道
館

対
象
／
母
子
・
父
子
家
庭

締
切
／
６
月

日
（
木
）
ま
で

３０

＊
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協

平
成

年
度
以
降
使
用
の
中
学

２４

校
教
科
用
図
書
見
本
の
展
示
を

行
い
ま
す

平
成

年
度
以
降
使
用
さ
れ
る
中
学
校
教
科
用

２４

図
書
採
択
の
た
め
の
展
示
で
あ
り
、
広
く
住
民
の

方
か
ら
意
見
を
聴
取
し
教
科
書
選
定
の
参
考
と
す

る
た
め
中
学
校
教
科
用
図
書
見
本
本
を
展
示
し
ま

す
。
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
は
意
見
箱
を
設
け
て
い
ま

す
の
で
、
教
科
書
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
、

ご
意
見
・
ご
感
想
な
ど
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
多

く
の
住
民
の
方
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

展
示
日
／
７
月
４
日
（
月
）
～
７
月
８
日
（
金
）

展
示
場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
２
階

展
示
時
間
／
午
前
９
時
～
午
後
５
時

展
示
日
／
７
月

日
（
月
）
～
７
月

日
（
金
）

１１

１５

展
示
場
所
／
井
手
町
立
泉
ヶ
丘
中
学
校

展
示
時
間
／
午
後
１
時
～
午
後
５
時

救
命
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ

日
時
／
７
月
３
日
（
日
）
午
前
９
時
～
正
午

場
所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
会
議
室

定
員
／

名
程
度

１０

参
加
費
／
無
料

ス
ポ
ー
ツ

講
座
・
教
室
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＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
》

日
時
／
７
月
６
日
（
水
）

受
付
／
午
前
９
時
半
～

時
半

１０

場
所
／
西
部
公
民
館

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

日
時
／
６
月

日
・

日
（
火
）
午
前

時
半
～

１４

２８

１０

午
後
２
時

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡

‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

【
障
害
者
相
談
】

日
時
／
６
月

日
（
火
）・

日
（
火
）
午
後
１
時

１４

２８

半
～
４
時

場
所
／
役
場
西
別
館
１
階
相
談
室

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡

‐
６

８２

１
６
５
）
ま
で

６
月
は
、
井
手
地
区
の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
月
で
す
。
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き

《
大
正
琴
》

日
時
／
６
月

日
（
金
）
午
前

時
～
正
午

２４

１０

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

《
ペ
ン
習
字
》

日
時
／
６
月

日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

２３

《
手
芸
教
室
》

日
時
／
６
月

日
（
火
）
午
後
１
時
半
～
３
時
半

２８

場
所
／
い
ず
れ
も
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
各
教
室
の
材
料
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡

‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

【
健
康
教
室
】

日
時
／
６
月

日
（
木
）
午
前

時
～

時
半

２３

１０

１１

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡

‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

【
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
天
文
台
】

日
時
／
７
月
８
日
（
金
）・

日
（
金
）

２２

午
後
８
時
～
９
時
半

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
申
し
込
み
は
不
要
で
す

・
雨
天
曇
天
の
場
合
は
中
止
し
ま
す

・
夜
間
の
開
催
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
子
様
だ
け

の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡

‐
５

８２

７
０
０
）
ま
で

【
生
き
生
き
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン（
フ
ラ
ワ
ー
ソ
ー
プ

を
作
り
ま
し
ょ
う
）】

日
時
／
６
月

日
（
水
）
午
後
１
時
半
～

１５

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／

歳
以
上
の
方
お
よ
び
障
害
の
あ
る
方

６５

＊
事
前
申
込
が
必
要
で
す

＊
毎
月

日
発
行
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

２０

だ
よ
り
」
で
、
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
の
詳
し
い
内
容

を
お
知
ら
せ
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

日
時
／
７
月
７
日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
わ
く
わ
く
広
場
】

日
時
／
７
月
１
日
（
金
）
午
前

時
～
正
午

１０

場
所
／
玉
泉
苑

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
１
歳
半
健
診
》

日
時
／
７
月
４
日
（
月
）

対
象
／
Ｈ

・

・
１
か
ら
Ｈ

・

・

生
ま
れ

２１

１１

２１

１２

３１

受
付
／
午
後
１
時
～
１
時
半

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

‐
８２

３
３
８
５
）
ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
行
政
相
談
・
消
費

生
活
相
談
】

日
時
／
６
月

日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

２０

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
７
月
４
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
６
月

日
（
月
）
午
後
２
時
～
４
時

２７

場
所
／
玉
泉
苑

＊
心
配
ご
と
相
談
は
、
第
１
月
曜
日
は
、
玉
泉
苑
、

第
３
月
曜
日
は
賀
泉
苑
で
開
設
し
て
い
ま
す
。

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
と
し
ま
す

子

育

て

健

康

各

種

相

談

持参するものこんなとき

印かん・国民健康保険証井手町内で住所が変わったとき

印かん・国民健康保険証世帯主や氏名がかわったとき

印かん・本人であることを証明
するもの（使えなくなった国民健
康保険証）

国民健康保険証をなくしたとき
（汚れて使えなくなったとき）

＜国保加入時と同時に該当したとき＞

印かん・職場の保険証・年金証書

＜すでに国保の方で

退職者医療制度に該当したとき＞

印かん・国民健康保険証・年金証書

退職者医療制度に該当したとき
（年金制度への加入期間が２０年
以上、または４０歳以降の加入
期間が１０年以上で年金を受給
されている方）

こんなときは１４日以内に
国民健康保険担当まで届けてください

持参するものこんなとき

印かん・国民健康保険証
井手町以外の市町村に

転出するとき

印かん・職場の健康保険証と
国民健康保険証

就職して職場の健康保険に
入ったとき、被扶養者となっ
たとき

印かん・国民健康保険証
国民健康保険に入っている人
が死亡したとき

印かん・国民健康保険証・保

護開始決定通知書

国民健康保険に入っている人
が生活保護を受けるように
なったとき

◎国民健康保険をやめるとき ◎そのほかの場合

持参するものこんなとき

印かん・他の市町村の転出証

明書

他の市町村から井手町に

転入してきたとき

印かん・職場の健康保険証か
らはずれた証明書

退職して職場の健康保険がな
くなったとき、被扶養者から
はずれたとき

印かん・国民健康保険証
国民健康保険に入っている人
に子どもが生まれたとき

印かん・保護廃止決定通知書生活保護を受けなくなったとき

◎国民健康保険に入るとき

※既に、同一世帯で国民健康保険証をお持ちの場合は国民健

康保険証を持参して下さい。

拡 撹鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎

拡
撹

鈎
鈎

鈎
鈎

鈎
鈎

鈎
鈎

拡 撹鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎

※お問い合わせは、保健医療課（℡ 82‐6166）まで
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癌

贋

岩

雁

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

雑
誌
は
１
人
５
冊
、
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
、
１
週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介

６
月

一
般
書

「
グ
ッ
バ
イ
・
ヒ
ー
ロ
ー
」

横
関
大

「
た
ま
ゆ
ら
」

あ
さ
の
あ
つ
こ

「
月
の
上
の
観
覧
車
」

荻
原
浩

「
し
ょ
う
が
な
い
人
」

平
安
寿
子

「
黒
い
団
欒
」

平
金
魚

「
死
者
は
バ
ス
に
乗
っ
て
」

三
輪
チ
サ

【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

午
前

時
～
午
後
６
時

１０

☆
６
月
・
７
月
の
休
館
日

６
月
６
・

・

・

～

日

１３

２０

２７

３０

７
月
１
～
４
・

・

・

・

日

１１

１９

２５

２８

※
６
月

日
～
７
月
３
日
は
、
特
別
資

２７

料
整
理
日
の
為
、
休
館
し
ま
す
。

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人

冊
、
２
週
間

１２

「
一
升
枡
の
度
量
」

池
波
正
太
郎

児
童
書

「
コ
ウ
モ
リ
の
ル
ー
フ
ァ
ス
く
ん
」

ト
ミ
・
ウ
ン
ゲ
ラ
ー

「
み
ん
な
で
せ
ん
た
く
」

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ス
テ
ー
ル

「
お
ば
け
と
き
ょ
う
り
ゅ
う
の
た
ま
ご
」

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
ュ
ケ
ノ
ワ

「
お
と
う
さ
ん
の
手
」

ま
は
ら
三
桃

「
千
年
の
森
を
こ
え
て
」

キ
ャ
シ
ー
・
ア
ッ
ペ
ル
ト

６
月
・
７
月
の
図
書
館
行
事

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

６
月

日
（
土
）
７
月
９
日
（
土
）

１１

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
か
ら

《
親
と
子
の
絵
本
の
会
》

６
月

日
（
土
）
７
月

日
（
土
）

１８

１６

い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら

《
夏
の
お
は
な
し
会
》

７
月

日
（
日
）
午
前

時
か
ら

２４

１１

もじゃもじゃ
渡辺 淳子
男に振られてばかりの明美は、
結婚相談所に登録したものの、
ここでも何度も断られる。
ある日、もじゃもじゃ頭の太
った年下男を紹介されて…。
『小説宝石』掲載に書下ろしを
加えて書籍化。第３回小説宝
石新人賞受賞作収録。

ドーナツ＆チュロス
黒川 愉子
基本のドーナツ＆チュロスの
作り方をはじめ、生地にさま
ざまな材料を混ぜたバリエー
ション、さらに「塗る」「まぶ
す」「絞る」「はさむ」といった
デコアレンジまで、アイデ
ア満載のレシピを紹介。

おべんとうんち
石倉 ヒロユキ
５ｃｍのウンチは、おにぎり
７コぶん！ 食べ物がおなか
の中でウンチになっていく様
子をやさしく描く。大切なウ
ンチのことを教える絵本。

ビジュアル版 戦国武将大百
科 ②西日本編
二木 謙一
西日本で活躍した戦国武将４５
人をイラストとともに紹介。
豊臣秀吉、毛利元就といった
重要人物１６人の「家の歴史」「勢
力範囲」「系図」「本拠地」などの
詳しい情報と、残りの２９人に
ついての注目エピソードを解
説する。

Ｑ
．
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
で
す
か
。

Ａ
．
経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
保

険
料
の
全
額
、
ま
た
は
一
部
が
免
除
と
な
る
「
保
険
料
免

除
制
度
」
や
「
一
部
納
付
（
免
除
）
制
度
」
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
免
除
の
期
間
は
、
申
請
し
た
年
度
の
７
月
か
ら
翌

年
の
６
月
分
ま
で
で
す
。

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず
保
険
料
が
未
納
の

状
態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が

発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
し
ま
し
ょ

う
。免

除
さ
れ
た
保
険
料
は

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら

10

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
２
年
を
過
ぎ
る
と

加
算
額
が
つ
き
ま
す
。
一
部
免
除
さ
れ
た
期
間
に
つ
い

て
、
免
除
さ
れ
た
額
の
残
り
の
額
の
保
険
料
を
納
め
な
い

場
合
は
未
納
期
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
免
除
を
受
け
る
に
は
、
本
人
の
ほ
か
、
配
偶

者
や
世
帯
主
な
ど
の
前
年
所
得
が
所
得
基
準
の
範
囲
内

で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
基
準
を
超
え

て
い
て
も
災
害
、
失
業
、
事
業
の
廃
止
な
ど
の
理
由
に
よ

っ
て
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

免
除
申
請
に
は
、
年
金
手
帳
、
印
鑑
な
ど
が
必
要
で
す

が
、
そ
の
他
に
も
添
付
し
て
い
た
だ
く
書
類
が
必
要
な
場

合
も
あ
り
ま
す
。

お
支
払
い
が
困
難
な
と
き
で
も
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、

前
記
の
免
除
制
度
を
は
じ
め
、
納
付
猶
予
や
納
付
特
例
な

ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住
民
福
祉
課
（
℡

ー
６

82

１
６
４
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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し尿収集日程
※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（TEL82‐6168）まで

収集区域し尿収集
区域番号収集日

西北河原、東北河原、南口、西北ノ
代、東北ノ代、北口、西北組、東松ヶ
花、茶臼塚、新造、東北組、甚五郎谷

⑨６月２２日

阿弥陀寺、西南組、東南組、前川、立
石、小払、岩倉、馬場崎、墓ノ平

⑩６月２３日

内垣内、奥西、帽子田、下川、判ノ地、
石名田、高橋、谷村、宮ノ後、天王山、
蛇谷、粟岡、北赤坂、穴虫、南久保、
浜、上ノ浜

⑪６月２４日

安堵山、起、佃、平山、新四郎山、中
島、西垣内、中垣内、東垣内

⑫６月２７日

里、玉ノ井、西高月、東高月、清水、栢
ノ木、中溝、西山、尾ノ山、山縁、田村
新田

⑬６月２８日

川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、
柏原、南玉水、久保、渋川、段ノ下、扇
畑、浜田、橋ノ本

⑭６月２９日

梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ
阪、宮ノ本、西前田、北開、北溝、南
溝、下赤田、上赤田、鳥休、柴木田

⑮６月３０日

ごみは、朝９時までに出してください。
★4月より、燃やすごみの袋の透明化がスタートしました。透明袋による排出にご協力をお願いします。
★カン、ビン、ペットボトル、発泡トレー等は中身の見える袋で出してください。
★「乾電池」は「カン」の日に、「カセットボンベ缶、スプレー缶」は「その他」の日に、それぞれ別の透明な袋に入れて出してください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（TEL８２‐6168）してください。（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
エアコン・パソコンは除きます）

★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール・紙パックごとに分別のうえ）の収集は全地区毎週月曜日です。

その他
発 泡
トレー等

ペット
ボトル

粗大ごみビンカン燃やすごみ
区 分

地 区

水曜日
６月２１日

７月５日
７月７日６月３０日６月１６日６月２３日火・金曜日

北 区

南 区

水 無 区

水曜日
６月１４日
６月２８日

７月８日６月３０日６月１７日６月２４日月・木曜日

玉 水 区

石 垣 区

高 月 区

水曜日
６月１５日
６月２９日

７月７日６月２３日６月１６日６月３０日火・金曜日上 井 手 区

水曜日
６月２２日
７月６日

７月７日６月２３日６月１６日６月３０日火・金曜日多 賀 全 区

～ゴミの減量化にむけて⑨～

古紙の日に出せるもの・出し方
●『新聞』、『雑誌』、『ダンボール』、『紙パック』、『雑紙』（そ

の他の紙類）です。

（雑紙 ： チラシ・紙箱・包装紙・封筒など。雑紙

についているビニールやホッチキスの針は取り除い

てください。）

●何枚か束にして、ひもなどで十文字に束ねて、種類ご

とに出してください。

●紙パックは中身を飲み終えたらすぐに水でよく洗い、

切り開いて十分に乾燥させてから、ひもなどで束ね

てください。

●出来るだけ地域の集団回収に出してください。

●汚れのひどい紙、複写式伝票、レシート等の感熱紙、

圧着はがきなどの粘着物のついた紙、洗剤の紙箱な

どのにおい
・ ・ ・

のついた紙、防水加工された紙、アイロン

プリントなどの捺染紙、感熱性発泡紙は燃やすごみ

です。

ごみ収集日程表（6月11日～7月10日）
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〈
婚
姻
〉

（４月２０日から５月１９日までの届出分・敬称略）

公共施設電話番号一覧
電話番号名 称

0774－82－6161総 務 課
0774－82－6162企画財政課
0774－82－6163税 務 課
0774－82－6164住民福祉課
0774－82－6165高齢福祉課
0774－82－6166保健医療課
0774－82－6167建 設 課
0774－82－6168産業環境課
0774－82－6169上下水道課
0774－82－6171会 計 課
0774－82－6172議会事務局
0774－82－4333
0774－82－5700

教育委員会（学校教育課）
山吹ふれあいセンター（図書館・社会教育課）

0774－82－3380
0774－82－4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館

0774－82－3385保健センター
0774－82－3690地域包括支援センター
0774－82－2070泉ヶ丘中学校
0774－82－2119井手小学校
0774－82－2112多賀小学校
0774－82－2153玉川保育園
0774－82－2225多賀保育園
0774－82－4160いづみ保育園
0774－82－2232子育て支援センター
0774－82－4651環境衛生センター
0774－82－3617学校給食センター
0774－82－3838井手町まちづくりセンター椿坂
0774－99－4318町立デイサービスセンター
0774－82－3499老人福祉センター「玉泉苑」
0774－82－5059老人福祉センター「賀泉苑」
0774－82－3000京田辺市消防署 井手分署
0774－82－2001代 表 番 号井手町役場

〈
出
産
〉

（４月２０日から５月１９日までの届出分・敬称略）

妻夫住所

吉 川 志 保篠 田 直 樹多賀

届出人赤ちゃん住所

佳 孝寺 井 太 一
た いち

井手

康 博笹 内 音 桜
ね お

井手

財団法人自治総合センターから宝くじの助成を

受け、地域のコミュニティ振興を図るために投光

器等、備品を購入し拡充しています。

下記の備品は自治会等の行事に貸し出すことが

できますので、希望される団体は企画財政課（℡

82‐6162）までお問い合わせください。

自治会等にイベント用機器を
お貸しします

備 品 名
パイプ椅子机テント
野外マイク設備大型ガスコンロガス炊飯器
かき氷機綿菓子機ポータブルマイク設備
簡易流し台鉄板焼き機ポップコーン機
芝刈機草刈機コンロ台

アルミブリッジ発電機投光器
コードリールガソリン携帯缶

ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～１１時半、町内）
親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター図書館）
和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

土6/11

町民ゲートボール大会（午前８時10分、井手町ゲートボール場）
町長旗争奪少年野球大会【６月１２日（日）～７月１０日（日）】（新四郎山グラウ
ンド）

日12

月13
こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
障害者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階相談室）
ボクシングフィットネス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流
センター）

火14

料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
生き生きふれあいサロン【フラワーソープを作りましょう】(午後１時半～、
玉泉苑)

水15

ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、
午後６時半～９時、いづみ人権交流センター)
手話養成講座（午後７時～８時半、山城勤労者福祉会館）

木16

トールペイント教室（午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）金17
和太鼓教室【サークル】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
親と子の絵本の会（午後２時～、山吹ふれあいセンター）土18

家庭婦人バレーボール交流会（山城勤労者福祉会館）日19
心配ごと相談・人権相談・行政相談・消費生活相談（午後１時～４時、賀泉苑）月20
いづみふれあい学級（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
ボクシングフィットネス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流
センター）

火21

料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづ
み人権交流センター)
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センターホール）

水22

健康教室（午前１０時～１１時半、いづみ人権交流センター）
ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
手話養成講座（午後７時～８時半、山城勤労者福祉会館）

木23

大正琴教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）金24
ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～１１時半、町内）
和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）土25

町民ボウリング大会（午前９時５０分～、スーバーボウル城陽）日26
無料法律相談(午後２時～４時、玉泉苑）
井手玉川大学【開講式・第１回】（午後１時半～３時、自然休養村管理センター）月27
こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
障害者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階相談室）
ボクシングフィットネス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流
センター）

火28

ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづ
み人権交流センター)水29
発達相談（完全予約制・ご希望の方は保健センターにお問い合わせくださ
い、保健センター）
手話養成講座（午後７時～８時半、山城勤労者福祉会館）

木30

無火災デー防火パレード
わくわく広場（午前１０時～正午、玉泉苑）金7/1
フレンド交流会（午前９時４０分～午後１時５０分、大正池グリーンパーク）
和太鼓教室【サークル】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）土2

夏季軟式野球大会（井手町住民グラウンド）日3
心配ごと相談・人権相談・行政相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）
１歳半健診（午後１時～１時半、保健センター）月4
ボクシングフィットネス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流
センター）火5
育児相談(午前９時半～１０時半、西部公民館)
ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづ
み人権交流センター)

水6

山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、玉泉苑）木7
天文台公開（午後８時～９時半、山吹ふれあいセンター）
トールペイント教室（午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）金8
IDEゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～１１時半、町内）
親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター図書館）
和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

土9

夏季軟式野球大会（井手町住民グラウンド）日10

住 民 カ レ ン ダ ー

行 事曜月日

出張徴収
【多賀】

まちのカレンダまちのカレンダーー
（6月11日～7月10日）

発行：京都府綴喜郡井手町役場
編集：企画財政課
井手町ホームページ

http://www.town.ide.kyoto.jp/
E-mail：info@town.ide.kyoto.jp

出張徴収
【北・南】
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